
様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

令和 7年 6月   日

者【道府県知事

佐藤 樹一郎 殿

提出者

住 所 日田市田島二丁目6番 1号
氏 名 日田市長 椋野 美智子
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0973-23-3111(代表)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 日田市浄化センター

事 業 場 の 所 在 地 日田市南友田町717番地1

計 画 期 間 令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 下水道処理維持管理業

② 事 業 の 規 模
年間放流水量

発生汚泥量

6,300,729♂/年 (令和 6年度実績)
2,176.6t/年 (令和 6年度実績)

③ 従 業 員 数 25人

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

汚涸暁水設備テk,と駆

脱水汚泥汚泥濃縮設備 セメント原料
又は堆肥原料

天日乾燥汚泥消1しタンク

(日本工業規格 A列 4番 )



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 下水汚泥

拶信  出  量 2,176.6t

① 現状
(これまでに実施した取組)

産業廃棄物 (下水汚泥)の処理には、多額の費用がかかつているた
め、各機械の保守点検や運転管理には注意を払い、特に脱水機で使

用する高分子疑集剤の使用量や廃棄物の排出の抑制に取り組んでい

る。

【目標】

産業廃棄物の種類 下水汚泥

排   出  量 2,418.6t

②計画 (今後実施する予定の取組)

機械の銀守点検等に注意を払い、日常点検や月点検 。年点検の実施

に加えて、汚泥消化のための適正温度管理や高分子凝集斉1の注入率

の管理により産業廃棄物発生量の抑制に努める。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

産業廃棄物は下水汚泥しか発生しないため、分別に関する事項はな

い 。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

同上②計画
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自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
t t

①現状
(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
t t

②計画
産業廃棄物

る予定の取組 )

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

①現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
t t

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量す
t t

産業廃棄物

(

②計画

る予定の取組 )
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自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 ( 年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

①現状

(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を t t

②計画 産業廃棄 量

( る予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 下水汚泥

全 処 理 委 託 量 2,176.6t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
1,102.3t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1,074.4t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

(これまでに実施した取組)

100%再生利用することのできる処分業者に処分を委託する。
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②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 下水汚泥

全 処 理 委 託 量 2,418。 6t

1,186,7t

1,232.Ot

(今後実施する予定の取組)

現在、産業廃棄物の処理については、再生利用を目的とした業者と

委託契約を締結しており、今後も再生利用を目的とする処理業者と

のみ委託契約を締結する予定である。

※事務処理欄

―
l


